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   教育委員会定例会（平成３１年２月）会議録    

１ 日   時 平成３１年２月１４日（木）１５：００～１６：２６ 

２ 場   所 新居浜市車庫棟２階 教養室 

３ 出 席 者 教 育 長 関 福生 

委    員  宮内 文久 近藤 智佳 本田 郁代 尾藤 一彦 

事務局長 加藤 京子 

戦 略 監 榎木 奨悟 

総括次長 桑原 一郎 

次 長 田中 利季 曽我 幸一 高橋 利光  

課 長 高橋 正弥 井上 毅  

副 課 長 飯尾 規彦 

副 館 長 杉田 真由美 

４教育長及び 

 教育委員会事業報告 

１月事業報告及び２月事業予定について 

その他 

５ 記録者氏名 社会教育課 近藤 岳詩 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育長一般報告＞ 

 

＜議案＞ 

議案第５号 新居浜市公民館運営規則の一部を改正する規則の制定に 

ついて 

議案第６号 新居浜市コミュニティ・スクールの指定について 

議案第７号 新居浜市立公民館長の任命について 

議案第８号 新居浜市交流センター所長の任命について 

議案第９号 学校運営協議会委員の委嘱又は任命について 

議案第１０号 指定学校変更の許可について 

 

＜いじめ、不登校等生徒指導関係＞ 

 

＜その他＞ 

（１）平成３１年度教育委員会取組方針（案）について 
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関教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは定刻がまいりましたので、ただ今から平成３１年第２回新居

浜市教育委員会定例会を開催いたします。 

 

本日の会議録署名委員は近藤委員さんと尾藤委員さんにお願いいたし

ます。なお会期は本日限りといたします。 

平成３１年第１回会議録については、本田委員さん、近藤委員さんに

署名をいただいております。 

それでは私の方から一般報告を行います。資料の２ページをご覧くだ

さい。 

 

１月２６日 研修「“公民館”から“幸民館”へ～新時代の社会教育の目指す 

ものは～」講師（松江市） 

２月 １日 少年式（船木中学校ひびき分校） 

  ２日 学びのコミュニティ学習会（子規記念博物館） 

 １４日 総合教育会議 

 １８日 平成３０年度愛媛県公立小・中学校寄宿舎運営連絡協議会役員会 

（松山市） 

 １９日 市議会定例会本会議（・３月１４日） 

 ２６日 市議会定例会本会議一般質問（～２８日） 

    

社会教育課の事業は、 

１月１１日 定例教育委員会 

１３日 平成３１年成人式（市民文化センター大ホール） 

  １９日 生涯学習大学「修業のつどい」（市民文化センター中ホール） 

  ２２日 高齢者生きがい創造学園「音楽のつどい」 

（市民文化センター中ホール） 

２７日 第３４回新居浜市凧あげ大会（マリンパーク新居浜多目的広場） 

２９日 社会教育委員会議（市庁舎） 

２月１４日 定例教育委員会 

  １８日 青少年センター運営協議会（市民文化センター別館） 

 ２３日 第５９回新居浜市公民館研究大会（市民文化センター中ホール） 

 

学校教育課の事業は、 

１月 ５日 小中学生科学奨励賞発表会（総合科学博物館） 

８日 公立幼稚園、小中学校第３学期始業式 

１０日 新居浜ものしり検定 
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２月 ５日 新居浜市今後の学校の在り方に関する検討委員会 

６日 ふるさと学習奨励賞作品展（あかがねミュージアム）（ ～２４日） 

１４日 新居浜こども美術展（あかがねミュージアム）（ ～２４日） 

  １７日 新居浜市ＰＴＡ連合会研究大会（市民文化センター） 

２０日 第３回小中学校校長研修会(マリンパーク新居浜) 

 

スポーツ振興課の事業は、 

１月 ６日 新居浜市スポーツ推進委員協議会新年研修会（ウォーキング） 

（中萩小体育館ほか） 

  ７日 あかがね野球教室（愛・野球博事業）開校式（市営野球場） 

 １９日 トップアスリート事業（バドミントン）（市民体育館）（・２０日） 

     （講師：カレル・マイナキー氏（日本代表コーチ）） 

 ２１日 全国高校選抜大会出場（バドミントン）市長・教育長報告会 

（市庁舎応接会議室）（出場校：新居浜東高等学校女子バドミントン部） 

 ２２日 全国小学生バドミントン選手権大会入賞 市長・教育長報告会 

（市庁舎市長応接室）（３位入賞者：中萩ＪＶＣ所属選手２名） 

２７日 トップアスリート事業（野球）（市営野球場） 

     （講師：星野伸之氏（元プロ野球選手・前オリックス・バファロ 

ーズ育成コーチ）） 

２月１５日 少年スポーツ指導者研修会（サッカー）（市民文化センター） 

 

文化振興課の事業は、 

１月 ２日 あかがねミュージアム 特別開館（・３日） 

  １２日 広瀬歴史記念館無料公開（新成人記念撮影のため）（・１３日） 

  １６日 芸術文化プログラム（新居浜、多喜浜、泉川小 出演：デュエット 

ゥ）（・１７日） 

 １９日 ピアノデュオ デュエットゥ コンサート（あかがねミュージア 

ム）（約２００名） 

 ２１日 春の市民文化祭全体会議（市民文化センター大会議室） 

     文化財防火訓練（大島八幡神社） 

２５日 春の市民文化祭運営委員会 

 ２７日 「ふるラボプロジェクト」～博物館をつくろう（４回目 ふるさと

ラボ） 

２月 ３日 芸術文化プログラム（南、北中 講師：県警音楽隊） 

  ４日 ツガザクラ自然保護協議会 

８日 新居浜市文化芸術振興計画（案）パブリック・コメント実施 
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（～２８日） 

９日 芸術文化プログラム 

（金子、神郷、船木、中萩小 講師：県警音楽隊） 

１２日 新居浜市美術展運営委員会 

 ２４日 「ふるラボプロジェクト」～博物館をつくろう（５回目 ふるさ 

とラボ） 

 

発達支援課の事業は、 

１月１８日 「読み書きに困難を抱える子ども理解啓発と支援」研修会（ふれあ 

いプラザ）（廿日市市教育委員会特別支援教育アドバイザー 山田 

      充 氏） 

 ２２日 第３回特別支援教育コーディネーター研修会（市民文化センター） 

     「家庭と教育と福祉の連携（トライアングル）」プロジェクトに 

よる福祉制度について（福祉部 地域福祉課） 

 ２４日 第５回教育支援委員会（こども発達支援センター） 

２月 １日 特別支援教育担任者役員会（こども発達支援センター） 

１８日 第５回通級指導教室担当者会（こども発達支援センター） 

２７日 第３回新居浜市地域発達支援協議会（こども発達支援センター） 

 

学校給食課の事業は、 

１月 ９日 ３学期給食開始日 

１９日 平成３１年度学校給食物資審査会（１回目 泉川公民館） 

 ２１日 管理栄養士実習受け入れ（高津共同調理場）（～２５日） 

  ２４日 全国学校給食週間（～３０日） 

２６日 平成３１年度学校給食物資審査会（２回目 泉川公民館） 

２月 ８日 ２月栄養教員部研修会（泉川公民館） 

１８日 第４回新居浜市学校給食会理事会（学校給食センター） 

 

別子銅山記念図書館の事業は、  

１月 ８日 ブックスタート事業 保健センター５カ月児健康相談 

２月 １日 ブックスタート事業 保健センター５カ月児健康相談 

○お話会 

１月 ９日 幼児向けお話会  子ども３６名 大人７名（保育園児含む） 

１０日 乳幼児向けお話会 子ども２１名 大人２０名 

１２日 小学生向けお話会 子ども ５名 大人４名 

２月 ７日 乳幼児向けお話会 
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１３日 幼児向けお話会 

１６日 小学生向けお話会 

２７日 幼児向けお話会  

○講座・講演会 

１月１３日 別子銅山に関する本の解説講座「別子銅山を読む」  

第５回『絵図を読む』（講師：坪井利一郎（元別子銅山文化遺 

産課課長）） 

２月１７日 Ｈello！ＮＥＷ 館長の我楽多講座 第７回『全米ヒットチャート 

記録あれこれ』（講師：別子銅山記念図書館長）  

２１日 図書館銀行タイアップセミナー『知らないと損をする！定年前後の 

お金のはなし ～相続編～』（講師：伊予銀行新居浜支店） 

○ロビー展  

１月 ４日 『農林水産課・自然農園等の取り組み紹介』（農林水産課） 

（～２月８日） 

２月 ２日 『デジ亀クラブ写真展』（協力：写真サークル・デジ亀クラブ） 

（～２３日）北添伸夫氏（新居浜市在住写真家）の指導のもと、図 

書館で実施されている写真講座の生徒の作品展 

○テーマ展示 

１月 一般展示『平成をふりかえる』 

  児童展示『冬のたのしみあれこれ』 

２月 一般展示『もっと身近にアートを感じる！ Feel the art 』 

児童展示『こんなにいるよ！えひめの作家たち』 

○ケース展示 

１月 『平成をふりかえる』 

２月 『美術展がもっと面白くなる』 

○出前講座 

１月１１日 金子小２年生 図書館見学 

２２日 「みんなで楽しむおはなし会」（船木上原自治会）（参加者１５ 

名（高齢者対象）） 

２月 １日 浮島小特別支援学級 来館 

  ２日 土曜寺子屋読書の広場（図書館） 

１５日 「お別れ遠足お話会」（王子幼稚園） 

１９日 浮島小２年生 図書館見学 

２０日 中萩小特別支援学級 図書館見学 

 

ただ今の教育長一般報告について、何かご質問やご意見等はございま
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委員一同 

 

関教育長 

 

 

 

 

高橋社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

せんか。 

 

次に議案審議に移ります。本日の議事は第５号から第１０号の６議案

でございます。第７号から第１０号につきましては人事案件でございます

ので、新居浜市教育委員会会議規則第１５条の規定により、この会の最後

に非公開で審議させていただきたいと思いますが、ご異議ございませんで

しょうか。 

 

 はい。 

 

 ご異議がないようですので、最後に非公開で審議させていただきます。 

 

 それでは、議案第５号「新居浜市立公民館運営規則の一部を改正する

規則の制定について」事務局から説明をお願いいたします。 

 

 社会教育課 高橋でございます。 

議案第５号「新居浜市立公民館運営規則の一部を改正する規則の制定

について」ご説明いたします。 

議案書６ページをお目通しください。 

本案は、公民館の休館日について、交流センターという公民館類似施

設である公の施設との整合を図るため、本案を提出するものでございま

す。 

改正の内容についてでございますが、第９条第１項を 

（１）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日 

（２）１２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除

く。） 

に改めようとするものでございます。 

 別にお配りしております１枚の補足資料をご覧ください。そちらに記

載されております、上部分が現在の新居浜市交流センター設置及び管理

条例施行規則に掲げる休館日の規定でございます。下部分新居浜市立公

民館運営規則の休館日の規定でございます。新居浜市立公民館運営規則

の第９条の（３）を削除し、上部分の交流センターの規則と記述を合わ

そうということで今回規則改正させていただこうと思っております。５

月１日が天皇即位の日で祝日になり、祝日に挟まれた日は休日になりま

すこと、また祝日と日曜日が重なる部分の振替休日の月曜日の取り扱い

http://reiki/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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関教育長 

 

 

 

高橋社会教育課長 

 

関教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

が公民館と、金子と大島にあります交流センターとでは若干、休館日の

規定がずれているという現状です。それを今回、交流センターの方へ合

わせるということで改正させていただこうと思います。改正をいたしま

しても公民館の事務所を休みとする日や館長、主事、主事補の勤務は変

わりませんが、管理人の鍵の開閉する該当日は変更されることになりま

す。 

なお、この規則は、平成３１年４月１日から施行したいと考えており

ます。 

 以上で説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 ただ今の説明について、何かご意見、ご質問等はございませんか。 

 

 特には内容的には変わらないのですよね。 

 

 はい、変わりません。 

 

 それでは議案第５号についてご承認いただけます方は挙手をお願いい

たします。 

 

 （全員挙手） 

 

 ありがとうございました。それでは、承認とさせていただきます。 

 よろしくお願いします。 

 

 次に、議案第６号「新居浜市コミュニティ・スクールの指定について」

事務局から説明をお願いいたします。 

 

学校教育課 井上でございます。 

議案第６号「新居浜市コミュニティ・スクールの指定について」ご説

明いたします。 

議案書の７ページから１８ページをご覧ください。 

本案は、コミュニティ・スクールの指定を受けるために申請のあった

小学校及び中学校について、新居浜市立学校における学校運営協議会の

設置等に関する規則第３条の規定に基づき、コミュニティ・スクールの

指定を行うため、本案を提出するものでございます。 

議案書の８ページは中萩中学校長から提出された指定申請書の写し、
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関教育長 

 

 

 

 

 

９ページは中萩小学校長から提出された指定申請書の写しでございまし

て、１学校運営協議会設置の目的、２地域住民及び保護者等が学校運営

や学校経営に参画、協働する仕組みや構想について、記載がされており

ます。なお、３の学校運営協議会委員については、今回の議案の学校全

てが該当しますが、人事案件として、議案第９号の２４ページから２９

ページの資料で審議いただくことになりますことを御了解いただきまし

た上、設置の目的や学校経営に参画、協働する仕組みや構想等について、

お目通しをお願いいたします。 

次に、議案書の１１ページは西中学校長から提出された指定申請書の

写し、議案書の１２ページは惣開小学校長から提出された指定申請書の

写しでございまして、１学校運営協議会設置の目的、２地域住民及び保

護者等が学校運営や学校経営に参画、協働する仕組みや構想について、

記載がされております。 

次に、議案書の１３ページは新居浜小学校長、宮西小学校長及び北中

学校長から提出された指定申請書の写しでございまして、１学校運営協

議会設置の目的、２地域住民及び保護者等が学校運営や学校経営に参画、

協働する仕組みや構想について、記載がされております。 

 次に議案書の１６ページは、角野中学校長及び角野小学校長から提出

された指定申請書の写しでございまして、１学校運営協議会設置の目的、

２地域住民及び保護者等が学校運営や学校経営に参画、協働する仕組み

や構想について、記載がされております。 

本議案の議決をいただければ、新居浜市立学校における学校運営協議

会の設置等に関する規則第３条第３項但し書きの規定により、中萩中学

校、中萩小学校、西中学校、惣開小学校、北中学校、新居浜小学校、宮

西小学校、角野中学校及び角野小学校につきましては、平成３１年２月

１５日から平成３２年３月３１日までの期間、同条第１項の規定により

コミュニティ・スクールとして平成３１年２月１５日付けで指定したい

と考えております。 

以上で、説明を終わります。ご審議よろしくお願いいたします。 

 

 ただ今の説明について、何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

 確認なのですが、連名でいくつかの学校が申請しているのと、それぞ

れ個別で申請しているものは、実際の運用の中では違うイメージにあた

るものなのですか。 
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井上学校教育課長 

 

 

 

関教育長 

 

 

井上学校教育課長 

 

関教育長 

 

井上学校教育長 

 

関教育長 

 

 

井上学校教育課長 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

井上学校教育課長 

 

関教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回提出のありました申請書につきましては小学校、中学校が別々の

場合と一緒の場合があるのですが、それぞれ一つの学校運営協議会とし

て運営されます。 

 

 例えば北中、宮西小、新居浜小であれば、それで一つの学校運営協議

会を組織するものと理解したらよいですか。 

 

 一つの学校運営協議会として設置されるということになります。 

 

角野の小学校、中学校も一つの学校運営協議会ですか。 

 

 はい、そうです。 

 

 西中学校と惣開小学校についてはそれぞれの学校運営協議会が組織さ

れるということでよろしいですか。 

 

 西中学校と惣開小学校についても一つの学校運営協議会です。惣開小

学校については以前に指定申請書が出されていたのですが、今回西中学

校と一つの学校運営協議会を設置するということで、敢えて西中学校、

惣開小学校という形にしております。 

 

 小中一貫、９年間を基本的には一つの協議会が関わっていくという要

望が強いと理解したらいいですか。 

  

 はい。 

 

 他に何かございませんか。 

 

 それでは、議案第６号についてご承認いただけます方は挙手をお願い

いたします。 

 

 （全員挙手） 

 

 ありがとうございました。それでは、承認とさせていただきます。 

よろしくお願いします。 
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田中次長 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

尾藤委員 

 

 

 

 

 

 

田中次長 

 

 

 

 

 

尾藤委員 

 

 

 

 

 

 

田中次長 

 

 

関教育長 

 

 

次に生徒指導関係に移ります。事務局から説明をお願いいたします。 

 

＜資料に基づき説明＞ 

１不登校等について 

２いじめについて 

３交通事故について 

４不審者情報 

 

 ただ今の説明について何かご質問やご意見等はございませんか。 

 

 先月の第１回の定例会から資料を見させていただいているのですが、

３０日以上学校に来ていない１４４名という数がここに記載されており

ますが、それ以外にも３０日以上来ていない児童・生徒がいると思うの

ですが例外的に１４４人に計上されていない数字があるとすれば、どれ

ぐらいいて、どういう理由なのか把握されているのであれば教えていた

だきたいのですが。 

 

 不登校全体についての資料をご覧いただけたらと思いますが、家庭か

ら頭痛や発熱で、学校を欠席しがちな生徒など病気扱いで欠席、精神的

面での欠席は不登校には入りません。ですが体調不良、心理面という理

由も含めて学校に来づらい生徒で、３０日以上欠席しましたら学校との

判断の中で、不登校とみなし、計上するようにしています。 

 

 何故これを質問したかというと、息子から、友人が学校にずっと来て

いないという風に聞いていたからです。熱で３０日以上も休むわけがな

いと思いますし、精神的なものは非常に難しい問題ですが、不登校で挙

げられている生徒の中にも精神的な問題で休んでいる生徒もいますよ

ね。病気が理由で３０日以上休まれている生徒が何人いるかというのを

知りたいのですが。 

 

 正確な人数は把握していないのですが、不登校で１４４名いるので、

約１０人近くの生徒は病気が原因としか報告がない生徒だと思います。 

 

 それは１４４名にカウントされていない生徒が１０人いるということ

ですか。 

 これは泉川小の今月からの３名というのはそのケースであった３名と
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田中次長 

 

 

 

関教育長 

 

尾藤委員 

 

 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

 

 

各課所長 

 

関教育長 

 

 

本田委員 

 

 

 

高橋社会教育課長 

 

 

 

 

 

 

理解したらよいですか？ 

 

 はい、そうです。最初は時々頭痛や発熱で休んでいたのですが、やは

り精神的な理由も含めて学校に行きづらくなったということで、３０日

以上欠席した不登校の生徒数に計上しています。 

 

ここで詳細なデータはないのですが、構いませんか。 

 

１００名を超えたら多い、超えなかったら少ないというある基準があ

ると思うのですけれども、３０日という日数もさることながら何を持っ

て不登校と言うか等、現実を知らないと話ができないと感じましたので、

２０日以上来ていなければ予備軍と言われていますし、そういう生徒た

ちも何人いるのか、全体を見ていかなければならないと感じ、質問いた

しました。 

 

他に何かございませんでしょうか。 

 

 次にその他に移ります。 

 平成３１年度教育委員会取組方針（案）についてご説明をいたします。 

 

 ＜資料に基づき説明＞ 

 

 ただ今の説明について、ここではご質問お受けしますが、何かござい

ますか。 

 

 ４ページの４項の（２）ですが、生涯学習センター、高齢者生きがい

創造学園の機能の見直しということですが具体的に分かっていることが

あれば教えていただけたらと思います。 

 

皆様ご存じのとおり、旧若宮小学校はＲＣＣアクションプランという

中で、地方創生推進課の担当にはなるのですが、若宮の跡地を生かそう

ということで策定に向かっています。その流れの中で生涯学習大学の講

座、高齢者生きがい創造学園の講座ないしはサークル、そういったもの

を一定部分、基本的には講座が中心になろうかと思うのですが改善、あ

るいはゼロベースからの見直しをしながら、若宮の中での新たな展開に

向けてどういったことができるかを目指すことが、一番大きな事業の見
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関教育長 

 

近藤委員 

 

 

 

髙橋次長兼スポーツ振

興課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本田委員 

 

 

 

桑原総括次長兼文化振

興課長 

 

 

 

直しになろうかと思います。サークルについては若宮へ、というよりは

公民館あるいは高齢者のセンター等への移転等ができないかという方向

で、実際、各団体の方との協議はスタートした段階でございます。今か

らの協議を重ねる中で、学園自体が昭和４８年建築の建物で古く、生涯

学習センターについても文化センターと同じ建物内ということで、新た

な展開を作るこの機に見直しをしたい、ということで記載をさせていた

だきました。 

 

 他に何かご質問はありますか、 

 

１１ページに３（５）でサウジアラビア王国のホストタウンとしての

活動強化とありますが、同国と連絡がとれない状況にあるという記事を

見たのですが、これに関してはどんな状況でしょうか。 

 

 スポーツ振興課の髙橋です。サウジアラビアの記者殺害事件があった

ことが理由で交渉が止まっているわけではございません。実際、外務省

がその情報収集で多忙となっていることを考慮し、サウジアラビアとの

交渉はどうしても外務省のご協力をいただかないと手続きが進みません

ので、外務省への協力依頼をこちらから遠慮した方がいいのではという

判断でアポイントメントが取れていない状況です。５月に私が行き、前

向きなコメントをいただいた後、８月に担当職員がインドネシアのジャ

カルタで行われましたアジア大会の方にもサウジアラビアの連盟の会長

が来られているということで、お話をして協議を行うことに関しては、

合意をいただいて署名もいただいております。話し合いの場は停滞して

おりますけれども、あくまでもサウジアラビアを対象とした活動につい

ては今後も進めていく予定です。 

 

 ９ページの３（１）ウの郷土文化遺産等の展示、収蔵を行う場所の整

備検討ですが、もし具体的に検討内容がありましたらよろしくお願いい

たします。 

 

 これについては現在、文化センターの中にふるさとラボという郷土資

料室がありますけれども、市民文化センターの残耐用年数が９年という

風に言われておりますので、来年度と再来年度で整備方針を決めようと

思っておりますが、どうしても市民文化センターに入っているふるさと

ラボについても同じく検討が必要だということで記入しております。 
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関教育長 

 

 

尾藤委員 

 

 

 

 

井上学校教育課長 

 

 

 

 

関教育長 

 

 

 

 

 

 

高橋社会教育課長 

 

関教育長 

ふるさとラボの方もまたゆっくり眺められてみてください。リニュー

アルしてグレードアップしております。 

 

７ページで５（３）の学校施設環境整備工事の実施ということで、空

調設備の方は先程お伺いしたのですが、体育館の洋式トイレの整備とい

うのは、どういう規模でされるか教えていただきたいです。体育館だけ

を洋式トイレにするのですか。全部一斉にしていくのですか。 

 

 平成３１年度小中学校のトイレの洋式化ということで小、中学校にあ

る体育館のトイレにつきまして、男女各一基について洋式化していきま

す。既に校舎の方は３割程度ですが洋式化されておりますので、避難所

となります体育館について、洋式化するということです。 

 

それでは皆様から色々なご意見があろうかと思いますが、２月２５日

までに社会教育課の近藤副課長の方まで、提出いただければと思います。

取りまとめさせていただき、３月の定例会の議案として協議させていた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

他に何か連絡事項はございますか。 

 

＜大島交流センターの職員について説明＞ 

 

 また３月の定例会においては人事関係の議案を出させていただければ

と思います。 

 

 他に何かありますか。 

 

それでは次回の定例会の日程を決定させていただきたいと思います。 

来月３月の定例会の第１木曜日は７日ですが、市議会と重なりますの

で、１２日の火曜日に開催できればと思うのですが、いかがいたしまし

ょうか。 

 

次回の定例会は３月１２日火曜日の１５時から開催いたします。 

３月については教職員と事務局職員の人事議案が入ってまいります。

３月は複数回開催させていただきますので、お集まりいただくようにな

ろうかと思いますので、１０日前後に教職員の人事議案、２３日前後に
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事務局職員の人事議案をご審議いただくような予定になろうかと思いま

す。その際にはご連絡いたしますので、ご都合つかない場合もあるとは

思いますが、ご了承いただければと思います。 

そして４月の定例教育委員会でございますが、４月２日に開催いたし

たいと思います。 

５月以降の日程でございますけれども、あらかじめ確定しておいた方

がよいのでは、というご意見をいただきましたので、資料にお示しして

いる日程で開催したいと思います。 

  

これから非公開審議に移りますので、関係者以外は退出してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新居浜市教育委員会会議規則第１３条の規定により署名する。 
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